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規則



富士見町規則第7号 

 

自治体情報システムの標準化に伴う関係規則の整理に関する規則 

 

 （富士見町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部改正） 

第1条 富士見町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則（平成30年富士見町規則第22

号）の一部を次のように改正する。 

 

第3条第1項中「照会書・回答書及び代理権通知書」を「印鑑の登録に関する照会書」

に改め、同条第2項第2号中「年金証書」の次に「・年金手帳」を加える。 

  第6条第2項中「印鑑登録番号一覧リスト」を「印鑑異動者リスト」に改める。 

  第7条の見出し中「再交付」を「引換交付」に改め、同条中「印鑑登録証再交付」を

「印鑑登録証引換交付」に、「印鑑登録証再交付申請書」を「印鑑登録証引換交付申請

書」に改める。 

  第11条中「印鑑登録消除通知書」を「印鑑登録抹消通知書」に改める。 

  第12条中「印鑑登録原票の除票」を「印鑑登録原票(除票)確認票」に改める。 

  本則に次の1条を加える。 

(様式) 

第15条 この規則に定めるもののほか必要な様式は、地方公共団体情報システムの

標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式とする。 

様式第2号及び様式第3号を次のように改める。 

  



様式第2号（第3条・第13条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第3号（第4条関係） 

  



様式第３号（第４条関係） 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第5号及び様式第6号を次のように改める。 

様式第5号（第6条第2項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第6号（第7条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第9号及び様式第10号を次のように改める。 

 

様式第9号（第9条第2項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第10号（第11条関係） 

 

  附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

  



（富士見町税に関する規則の一部改正） 

第2条 富士見町税に関する規則（昭和60年富士見町規則第7号）の一部を次のように改正

する。 

 

第12条第1項の表中「様式第10号」を「国が定める様式」に改める。 

  第14条中「様式第60号」を「国が定める様式」に改める。 

  第18条の表固定資産税納税通知書の項中「様式第74号」を「国が定める様式」に改め

る。 

  第22条の表中「様式第82号」を「国が定める様式」に改める。 

 本則に次の1条を加える。 

(様式) 

第31条 この規則に定めるもののほか必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準

化に関する法律(令和3年法律第40号)の基づき国が定める様式とする。 

  様式第10号を次のように改める。 

様式第10号 削除 

  様式第60号を次のように改める。 

様式第60号 削除 

  様式第74号を次のように改める。 

様式第74号 削除 

  様式第82号を次のように改める。 

様式第82号 削除 

 

 

（富士見町児童手当事務処理規則の一部改正） 

第3条 富士見町児童手当事務処理規則(令和4年富士見町規則第14号)の一部を次のように

改正する。 

 

第4条中「、様式第1号を用いて」を削る。 

  第5条中「、様式第2号を用いて」を削る。 

  第6条中「、様式第3号を用いて」を削る。 

  第7条中「様式第3号を用いて」を削る。 

  第8条中「、様式第4号を用いて」を削る。 



  第9条中「様式第4号を用いて」を削る。 

  第10条中「様式第3号を用いて」及び「様式第4号を用いて」を削る。 

  第11条第1号中「、様式第1号を用いて」を削り、同条第2号中「、様式第5号を用い

て」を削る。 

  第12条中「、様式第6号を用いて」を削る。 

  第13条第1項中「様式第5号を用いて」及び「様式第6号を用いて」を削り、同条第2項

中「様式第5号を用いて」及び「様式第6号を用いて」を削る。 

  第14条第1号中「様式第7号を用いて」及び「様式第8号を用いて」を削り、同条第2号

中「様式第7号を用いて」及び「様式第8号を用いて」を削る。 

  第15条第3項中「様式第9号による」を削る。 

  第16条第3項中「様式第10号による」を削る。 

  第17条第1項中「様式第11号による」を削る。 

  第18条中第2項を削り、第3項を第2項とする。 

  第19条中「様式第13号」を「支払差止通知書」に改める。 

  本則に次の1条を加える。 

(様式) 

第22条 この規則に定めるもののほか必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準

化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式とする。 

  様式第1号から様式第13号までを削る。 

 

（富士見町保育の必要性の認定に関する規則の一部改正） 

第4条 富士見町保育の必要性の認定に関する規則(平成26年富士見町規則第8号)の一部を次の

ように改正する。 

 

第7条第1項中「(様式第2号)」を削り、「教育・保育給付認定却下通知書」を「教育・

保育給付認定申請却下通知者」に改め、「(様式第3号)」を削り、同条第2項中「教育・

保育給付認定支給認定証(様式第4号)」を「支給認定証」に改める。 

  第8条中「(様式第5号)」を削る。 

  第10条第1項中「教育・保育給付認定変更決定通知書」を「教育・保育給付認定変更通

知書」に改め、「(様式第6号)」を削り、「教育・保育給付認定変更申請却下通知書」を

「教育・保育給付認定申請却下通知書」に改め、「(様式第7号)」を削り、同条第2項中



「教育・保育給付認定支給認定証」を「支給認定証」に改め、「(様式第4号)」を削る。 

  第11条中「(様式第8号)」を削る。 

  本則に次の1条を加える。 

(様式) 

第13条 この規則に定めるもののほか必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準

化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式とする。 

  様式第2号から様式第8号までを削る。 

 

（富士見町保育料徴収に関する規則の一部改正） 

第5条 富士見町保育料徴収に関する規則（平成27年富士見町規則第1号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第3条第2項中「子ども・子育て支援利用者負担額決定通知書」を「利用者負担額決定

通知書」に改め、「(様式第1号)」を削り、同条第3項中「子ども・子育て支援利用者負

担額変更決定通知書」を「利用者負担額変更通知書」に改め、「(様式第2号)」を削る。 

  本則に次の1条を加える。 

(様式) 

第9条 この規則に定めるもののほか必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化

に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式とする。 

  様式を削る。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


